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野田市規則第４７号 

 

野田市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則等

の一部を改正する規則 

 

 （野田市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改

正） 

第１条 野田市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則（昭

和３９年野田市規則第３号）の一部を次のように改正する。 

  第１４条第１号中「１００分の１０６．５」を「６月に支給する場合には

１００分の１０６．５」に改め、「以下」の次に「、１２月に支給する場合

には１００分の１１１．５を超え１００分の１２１以下」を加え、同条第２

号中「１００分の１００」を「６月に支給する場合には１００分の１００」

に改め、「以下」の次に「、１２月に支給する場合には１００分の１０５を

超え１００分の１１１．５以下」を加え、同条第３号中「１００分の１００｣

を「６月に支給する場合には１００分の１００、１２月に支給する場合には

１００分の１０５」に改め、同条第４号中「１００分の１００」を「６月に

支給する場合には１００分の１００未満、１２月に支給する場合には１００

分の１０５」に改める。 

  第１４条の２第１号中「１００分の４７．５」を「６月に支給する場合に

は１００分の４７．５超、１２月に支給する場合には１００分の５０」に改

め、同条第２号中「１００分の４７．５」を「６月に支給する場合には１０

０分の４７．５、１２月に支給する場合には１００分の５０」に改め、同条

第３号中「１００分の４７．５」を「６月に支給する場合には１００分の４

７．５未満、１２月に支給する場合には１００分の５０」に改める。 

第２条 野田市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一

部を次のように改正する。 

  第１４条第１号中「６月に支給する場合には１００分の１０６．５を超え

１００分の１１６以下、１２月に支給する場合には１００分の１１１．５を

超え１００分の１２１」を「１００分の１０９を超え１００分の１１８．５｣



に改め、同条第２号中「６月に支給する場合には１００分の１００を超え１

００分の１０６．５以下、１２月に支給する場合には１００分の１０５を超

え１００分の１１１．５」を「１００分の１０２．５を超え１００分の１０

９」に改め、同条第３号中「６月に支給する場合には１００分の１００、１

２月に支給する場合には１００分の１０５」を「１００分の１０２．５」に

改め、同条第４号中「６月に支給する場合には１００分の１００未満、１２

月に支給する場合には１００分の１０５」を「１００分の１０２．５」に改

める。 

  第１４条の２第１号中「６月に支給する場合には１００分の４７．５超、

１２月に支給する場合には１００分の５０」を「１００分の４８．７５」に

改め、同条第２号中「６月に支給する場合には１００分の４７．５、１２月

に支給する場合には１００分の５０」を「１００分の４８．７５」に改め、

同条第３号中「６月に支給する場合には１００分の４７．５未満、１２月に

支給する場合には１００分の５０」を「１００分の４８．７５」に改める。 

 （野田市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改

正） 

第３条 野田市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（昭

和４０年野田市規則第１号）の一部を次のように改正する。 

  別表第５のア行政職給料表(1)を次のように改める。 

ア 行政職給料表(1) 

昇格した

日の前日

に受けて

いた号給 

昇格後の号給 

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 

１ １ １ １ １ １ １ １ 

２ １ １ １ １ １ １ １ 

３ １ １ １ １ １ １ １ 

４ １ １ １ １ １ １ １ 

５ １ １ １ １ １ １ １ 



６ １ １ １ １ １ １ １ 

７ １ １ １ １ １ １ １ 

８ １ １ １ １ １ １ １ 

９ １ １ １ １ １ １ １ 

１０ １ １ １ ２ １ １ １ 

１１ １ １ １ ３ ２ １ １ 

１２ １ １ １ ４ ３ １ ２ 

１３ １ １ １ ５ ４ １ ３ 

１４ １ １ １ ６ ５ １ ４ 

１５ １ １ １ ７ ６ １ ５ 

１６ １ １ １ ８ ７ ２ ６ 

１７ １ １ １ ９ ８ ３ ７ 

１８ １ １ １ １０ ９ ４ ８ 

１９ １ １ ２ １１ １０ ５ ９ 

２０ １ １ ３ １２ １１ ６ １０ 

２１ １ １ ４ １３ １２ ７ １１ 

２２ ２ １ ５ １４ １３ ８ １２ 

２３  ３ １ ６ １５ １４ ９ １３ 

２４ ４ ２ ７ １６ １５ １０ １４ 

２５ ５ ３ ８ １７ １６ １１ １５ 

２６ ６ ４ ９ １８ １７ １２ １６ 

２７ ７ ５ １０ １９ １８ １３ １７ 

２８ ８ ６ １１ ２０ １９ １４ １８ 

２９ ９ ７ １１ ２１ ２０ １５ １８ 

３０ １０ ８ １２ ２２ ２１ １５ １９ 

３１ １０ ９ １３ ２３ ２２ １６ ２０ 

３２ １１ １０ １４ ２４ ２３ １７ ２１ 

３３ １２ １１ １５ ２５ ２４ １８ ２１ 

３４ １３ １２ １６ ２６ ２５ １９ ２２ 



３５ １４ １３ １７ ２７ ２６ １９ ２３ 

３６ １５ １３ １８ ２８ ２７ ２０ ２４ 

３７ １６ １４ １９ ２９ ２８ ２１ ２５ 

３８ １７ １５ １９ ３０ ２９ ２２ ２５ 

３９ １８ １６ ２０ ３１ ３０ ２２ ２６ 

４０ １９ １７ ２１ ３２ ３１ ２３ ２６ 

４１ １９ １７ ２２ ３３ ３２ ２４ ２７ 

４２ ２０ １８ ２３ ３４ ３３ ２４ ２７ 

４３ ２１ １９ ２４ ３５ ３４ ２５ ２８ 

４４ ２２ ２０ ２５ ３６ ３５ ２５ ２９ 

４５ ２３ ２１ ２６ ３７ ３６ ２６ ２９ 

４６ ２４ ２２ ２６ ３８ ３７ ２６ ３０ 

４７ ２５ ２３ ２７ ３９ ３８ ２７ ３１ 

４８ ２６ ２３ ２８ ３９ ３９ ２７ ３２ 

４９ ２７ ２４ ２９ ４０ ４０ ２８ ３３ 

５０ ２８ ２５ ３０ ４１ ４１ ２８ ３３ 

５１ ２９ ２６ ３０ ４２ ４１ ２８ ３４ 

５２ ３０ ２７ ３１ ４３ ４２ ２９ ３４ 

５３ ３１ ２８ ３２ ４４ ４３ ２９ ３４ 

５４ ３１ ２９ ３３ ４５ ４４ ３０ ３５ 

５５ ３２ ３０ ３４ ４５ ４４ ３０ ３５ 

５６ ３２ ３１ ３５ ４６ ４５ ３１ ３５ 

５７ ３３ ３２ ３５ ４７ ４５ ３１ ３５ 

５８ ３３ ３３ ３６ ４８ ４６ ３１ ３６ 

５９ ３４ ３４ ３６ ４９ ４６ ３２ ３６ 

６０ ３４ ３５ ３７ ５０ ４７ ３２ ３６ 

６１ ３５ ３６ ３７ ５０ ４８ ３２ ３６ 

６２ ３５ ３７ ３８ ５１ ４９ ３２  

６３ ３６ ３８ ３９ ５１ ５０ ３３  



６４ ３６ ３９ ３９ ５２ ５１ ３３  

６５ ３７ ４０ ４０ ５２ ５２ ３３  

６６ ３７ ４０ ４０ ５３ ５３ ３３  

６７ ３８ ４１ ４１ ５３ ５４ ３３  

６８ ３８ ４１ ４１ ５４ ５５ ３３  

６９ ３９ ４２ ４２ ５４ ５６ ３３  

７０ ３９ ４２ ４２ ５５ ５７ ３４  

７１ ４０ ４３ ４３ ５５ ５８ ３４  

７２ ４０ ４３ ４３ ５６ ５９ ３４  

７３ ４１ ４４ ４４ ５６ ６０ ３４  

７４ ４１ ４４ ４４ ５７ ６１ ３４  

７５ ４２ ４５ ４５ ５７ ６２ ３５  

７６ ４２ ４５ ４５ ５８ ６３ ３５  

７７ ４３ ４６ ４６ ５９ ６４ ３５  

７８ ４３ ４６ ４６ ６０ ６５ ３５  

７９ ４４ ４７ ４６ ６１ ６６ ３５  

８０ ４４ ４７ ４６ ６２ ６７ ３６  

８１ ４５ ４８ ４７ ６３ ６７ ３６  

８２ ４５ ４８ ４７ ６４ ６８ ３６  

８３ ４６ ４９ ４７ ６５ ６８ ３６  

８４ ４６ ４９ ４７ ６６ ６８ ３６  

８５ ４７ ５０ ４８ ６７ ６９ ３７  

８６ ４７ ５０ ４８ ６８ ６９    

８７ ４８ ５１ ４８ ６９ ６９    

８８ ４８ ５１ ４８ ７０ ７０    

８９ ４９ ５２ ４８ ７１ ７０    

９０ ４９ ５２ ４９ ７２ ７０    

９１ ５０ ５２ ４９ ７３ ７１    

９２ ５０ ５２ ４９ ７４ ７１    



９３ ５１ ５２ ４９ ７５ ７１    

９４   ５２ ４９     

９５   ５３ ５０     

９６   ５３ ５０     

９７   ５３ ５０     

９８   ５３ ５０     

９９   ５３ ５０     

１００   ５３ ５１     

１０１   ５３ ５１     

１０２   ５４ ５１     

１０３   ５４ ５１     

１０４   ５４ ５１     

１０５   ５４ ５２     

１０６   ５５ ５２     

１０７   ５５ ５２     

１０８   ５５ ５２     

１０９   ５５ ５２     

１１０   ５５ ５３     

１１１   ５６ ５３     

１１２   ５６ ５３     

１１３   ５６ ５３     

１１４   ５７ ５３     

１１５   ５７ ５４     

１１６   ５７      

１１７   ５７      

１１８   ５８      

１１９   ５８      

１２０   ５８      

１２１   ５８      



１２２   ５９      

１２３   ５９      

１２４   ５９      

１２５   ５９      

１２６   ５９      

１２７   ６０      

１２８   ６０      

１２９   ６０      

１３０   ６０      

１３１   ６１      

１３２   ６１      

１３３   ６１      

１３４   ６１      

１３５   ６１      

 （野田市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の施行等  

に伴う関係規則の整備に関する規則の一部改正） 

第４条 野田市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の施

行等に伴う関係規則の整備に関する規則（平成３１年野田市規則第３１号）

の一部を次のように改正する。 

附則に次の１項を加える。 

 ６ 新条例附則第３項の規定の適用を受ける職員を令和５年４月１日におい

て昇格させた場合におけるその者の号給については、前項の規定にかかわ

らず、附則別表の昇格時号給対応表の規定を適用する。 

  附則の次に次の附則別表を加える。 



 附則別表（附則第６項） 

  昇格時号給対応表 

昇格した日の前日に受けていた号給 昇格後の号給 

２級 

１ １ 

２ １ 

３ １ 

４ １ 

５ １ 

６ １ 

７ １ 

８ １ 

９ １ 

１０ １ 

１１ １ 

１２ １ 

１３ １ 

１４ １ 

１５ １ 

１６ １ 

１７ １ 

１８ １ 

１９ １ 

２０ １ 

２１ １ 

２２ ２ 

２３ ３ 

２４ ４ 

２５ ４ 



２６ ５ 

２７ ５ 

２８ ６ 

２９ ７ 

３０ ８ 

３１ ８ 

３２ ９ 

３３ １０ 

３４ １１ 

３５ １２ 

３６ １３ 

３７ １４ 

３８ １５ 

３９ １６ 

４０ １７ 

４１ １８ 

４２ １９ 

４３ １９ 

４４ ２０ 

４５ ２１ 

４６ ２２ 

４７ ２３ 

４８ ２４ 

４９ ２５ 

５０ ２６ 

５１ ２７ 

５２ ２８ 

５３ ２９ 

５４ ３０ 



５５ ３１ 

５６ ３２ 

５７ ３３ 

５８ ３４ 

５９ ３５ 

６０ ３５ 

６１ ３６ 

６２ ３６ 

６３ ３７ 

６４ ３７ 

６５ ３８ 

６６ ３８ 

６７ ３９ 

６８ ３９ 

６９ ４０ 

７０ ４０ 

７１ ４１ 

７２ ４１ 

７３ ４２ 

７４ ４２ 

７５ ４３ 

７６ ４３ 

７７ ４３ 

７８ ４４ 

７９ ４４ 

８０ ４４ 

８１ ４５ 

８２ ４５ 

８３ ４５ 



８４ ４６ 

８５ ４６ 

８６ ４６ 

８７ ４７ 

８８ ４７ 

８９ ４８ 

９０ ４８ 

９１ ４９ 

９２ ４９ 

９３ ５０ 

９４ ５０ 

９５ ５１ 



   附 則 

 （施行期日等） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和６年

４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の野田市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当

の支給に関する規則第１４条及び第１４条の２の規定、第３条の規定による

改正後の野田市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別

表第５のア行政職給料表(1)の規定並びに第４条の規定による改正後の野田市

一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の施行等に伴う関

係規則の整備に関する規則附則第６項及び附則別表の規定は、令和５年４月

１日から適用する。 


